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   【メールマガジン～近畿運輸局公共交通だより】 

         ２０１５年８月１１日配信（Ｎｏ．４０号） 
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本メールは、公共交通政策全般について皆様に広く関心を持って頂くため、国土交通省総合政策局公共交 

通政策部が作成した全国の情報に、近畿運輸局において主に近畿地方の情報を加えて編集し、月１回を目安 

に定期的に情報発信するものです。 

 

☆☆☆ご意見・情報がありましたら、以下までお寄せ下さい。☆☆☆ 

★★★ご意見や情報、メールアドレスの変更はこちらへ★★★ 

mailto:kkt-kinki-kikakuka@ml.mlit.go.jp 

なお、本メールの配信停止を希望される方は、上記アドレスまで「配信停止」と記入のうえお知らせくだ 

さい。また、本メールは出典を明記のうえで、関係者の方々に回覧・転送していただいても結構です。 

※関係団体の皆様におかれましては、関係交通事業者あてに転送くださると幸いです。 

 

 

■□ＩＮＤＥＸ■□ 

（１）平成２７年地域公共交通優良団体国土交通大臣表彰について 

（総合政策局公共交通政策部交通支援課） 

（２）「交通系ＩＣカードの普及・利便性拡大に向けた検討会とりまとめ」について 

（総合政策局公共交通政策部参事官（総合交通）） 

（３）「交通政策白書２０１５」の一般販売について 

   （総合政策局公共交通政策部参事官（総合交通）） 

（４）第１０回日本モビリティ・マネジメント会議の開催について 

   （総合政策局公共交通政策部交通計画課） 

（５）バスの乗り方教室の開催について 

   ～小学生に交通と環境の関係を考える機会を提供しました～ 

   （東北運輸局交通政策部環境・物流課） 

（６）平成２７年度近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰について 

   ～表彰式に併せて「記念講演会」「受賞者取組事例発表」「パネルディスカッション」を開催～ 

   （近畿運輸局交通政策部環境・物流課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



─────────────────────────────────────────── 

（１）平成２７年地域公共交通優良団体国土交通大臣表彰について 

（総合政策局公共交通政策部交通支援課） 

─────────────────────────────────────────── 

平成２７年７月１日（水）に平成２７年地域公共交通優良団体国土交通大臣表彰式が行われました。本 

表彰は、地域公共交通に関する取組みについて、他地域の模範となるような顕著な功績があった団体を表 

彰するものです。今回は、帯広市地域公共交通活性化協議会、千葉県市原市、富山市都市交通協議会、岐 

阜市総合交通協議会、明石市地域公共交通会議の５団体が受賞し、太田国土交通大臣からそれぞれの団体 

の代表に表彰状が授与されました。 

【受賞団体】 

○ 帯広市地域公共交通活性化協議会 

＊ 地域連携によるモビリティ・マネジメ 

ントの展開や事業者による沿線住民宅へ 

の戸別訪問の実施等により、交通利用者 

の要望を適切に反映し路線バスの利用促 

進を図るとともに、散居型農村部にデマ 

ンド交通を導入し交通空白地域を解消。 

 

 

 

○ 千葉県市原市 

＊ 公共交通空白地域において、地区単位 

で設立した住民主体の運営協議会を市が 

サポートする機動的な仕組みを構築し、 

産学官協働による持続可能なコミュニテ 

ィバスの導入を実現。 

 

 

 

 

○ 富山市都市交通協議会 

＊ 都市全体の構造を見直し、路面電車の 

環状線化や南北接続等の交通ネットワー 

クの整備を進め、公共交通を軸としたコ 

ンパクトなまちづくりを推進するととも 

に、多様な利用促進策の実施により需要 

を拡大。 

 

 

 

 

 

 

 



○ 岐阜市総合交通協議会 

＊ コンパクトな市街地が連携した都市の 

形成を目指して、地域の特性に応じた交 

通政策を推進し、中心部におけるＢＲＴ 

の導入や周辺部における地域住民が主体 

的に運営するコミュニティバスの運行に 

より安定した輸送を確保。 

 

 

 

○ 明石市地域公共交通会議 

＊ 時代の変化に応じた交通体系を構築す 

るため、公共交通ネットワークにコミュ 

ニティバスの役割を明確に位置づけ、安 

全で円滑な移動を可能にするとともに、 

持続的な運行に向けて数値目標等を設定 

し、多様な施策を展開。 

 

 

 

＜参考：表彰の選考基準＞ 

（１）住民、ＮＰＯ、企業等の地域の多様な主体が、地域公共交通に関する取組みに参画していること。 

（２）地域の実情に合った創意工夫が凝らされていること。 

（３）事業の今後の自立性・継続性が見込まれていること。 

 

※ 各受賞者の取り組みの詳細は下記ＨＰにて紹介しております。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000042.html 

 

 

─────────────────────────────────────────── 

（２）「交通系ＩＣカードの普及・利便性拡大に向けた検討会とりまとめ」について 

（総合政策局公共交通政策部参事官（総合交通）） 

─────────────────────────────────────────── 
国土交通省では、本年 4 月から「交通系 IC カードの普及・利便性拡大に向けた検討会」を開催し、Suica、 

ICOCA、nimoca 等の全国で相互利用可能な 10 種類の交通系 IC カード（以下「10 カード」という。）の利 

用環境の整備促進に向けた検討を行ってきましたが、去る７月１５日に、同検討会のとりまとめを公表し 

ました。 

この「とりまとめ」では、交通系 IC カードの導入状況を 10 カード、地域独自カード、10 カードの片 

利用（地域独自カードの導入エリアにおいて 10 カードを利用できるようにする仕組み）のそれぞれにつ 

いて整理しつつ、利用者、交通事業者、地域社会から見た交通系 IC カード導入のメリットをまとめると 

ともに、10 カードの利用に関する空白地域である 41 の主要都市について、「10 カードへの参加」【方策Ａ】 

及び「地域独自カード＋10 カードの片利用」【方策Ｂ】の両面から、10 カードの利用環境整備を促進する 

必要があると指摘しています。 

また、空白地域の解消に向けて、「片利用共通接続システム」の構築の可能性について関係者の間で具 



体的な検討を速やかに進めること、各種費用の削減や訪日外国人旅行者等への周知徹底、国の支援措置の 

充実など 10 カードが利用できる環境整備のための諸方策を検討することが必要であるとしています。 

 

今後は、国土交通省として、この「とりまとめ」を踏まえた具体的な検討を行うことになりますが、41 

都市の空白地域それぞれの事情に応じた 10 カードの利用環境整備が必要となることから、地方運輸局交 

通政策部を通じて、国、地方公共団体、そして交通事業者が一体となった取組を進めていきたいと考えて 

います。 

 

（ホームページ） 

〇 交通系 IC カードの普及・利便性拡大に向けた検討会 とりまとめ 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport_policy/sosei_transport_policy_tk1_000011.html 

 

 

─────────────────────────────────────────── 

（３）「交通政策白書２０１５」の一般販売について 

   （総合政策局公共交通政策部参事官（総合交通）） 

─────────────────────────────────────────── 
前号で「平成 27 年版交通政策白書」についてお知らせさせていただき 

ましたが、その中でもご連絡していた市販版が、7月 23 日から全国の書 

店等にて販売されています。 

 

交通に関する多様なデータや政府の取組状況が一冊にまとまっており、 

交通に携わる方々の参考資料集としてご活用いただけるものになってお 

りますので、是非お買い求めいただければ幸いです。定価は 2,500 円（税 

込）です。 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

〇 全国官報販売協同組合ホームページ 

https://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=296589 

 

 

─────────────────────────────────────────── 

（４）第１０回日本モビリティ・マネジメント会議の開催について 

   （総合政策局公共交通政策部交通計画課） 

─────────────────────────────────────────── 

７月２４日、東京にて第１０回日本モビリティ・マネジメント会議が開催され、開会にあたって太田国土 

交通大臣が祝辞を述べました。 

モビリティ・マネジメント（ＭＭ）とは、渋滞、環境、健康などに配慮して、過度に自動車に頼る状態か 



ら公共交通や自転車などを「かしこく」使う方向へと自発的に転換することをうながす、一般個人・組織等 

へのコミュニケーションを中心とした一連の取組です。 

日本モビリティ・マネジメント会議（代表理事 石田東生氏、専務理 

事 藤井聡氏）は、平成１８年以来、大学、行政、公共交通事業者、市 

民団体やＮＰＯなど幅広い参加者を集め、モビリティ・マネジメントの 

思想啓発、取り組み事例等の研究・発表の場として開催されており、今 

回、１０回目の節目を迎えました。 

                      

国土交通省としても、同会議と連携して住民・利用者の理解を頂きな 

がら、地域における最適な交通体系の構築を推進していくこととしてお 

ります。 

 

 

 

─────────────────────────────────────────── 

（５）バスの乗り方教室の開催について 

   ～小学生に交通と環境の関係を考える機会を提供しました～ 

   （東北運輸局交通政策部環境・物流課） 

─────────────────────────────────────────── 

東北運輸局では地球温暖化防止への取組の一環として、将来を担う子供たちに「交通と環境の関係」を考 

えてもらうため、「バスの乗り方教室」を実施しています。 

今年度は、これまでに福島県会津若松市（6 月 9日）、福島県郡山市（6 月 29 日）、青森県弘前市（7 月 8・ 

9 日）で開催しました。一人当たりの二酸化炭素排出量の少ないバスの利用促進を目的として、小学校の教 

室で「地球温暖化」と「バスの乗り方」についての説明の後、バス営業所までの乗車体験により、バスの乗 

り方等の理解を深めるとともに、バス営業所の施設や車両見学を通じてバスに親しんでもらい、環境にやさ 

しい公共交通であるバス利用の大切さを考えてもらう機会となりました。  

 

～環境とバスのお話～               ～乗車体験～  

 

 

 

 

 

 

 



 

～アルコールチェック体験・死角体験～

 

 

小学校の教室で最初に行った「地球温暖化と運輸」の説明は、内容的に少し難しいかと思われましたが、

真剣な眼差しで聴いており、当方からの質問にも元気に答えてくれました。また、営業所の各種体験でも、

バス会社の講師の方の説明を子供たちが興味津々の様子で聴いていたことが、大変印象的でした。

帰りのバス車内では、子供たちからの質問を受けたところ、学校に到着するまで途切れることがなく、時

には答えに窮する場面もありました。

このような体験を通じて、子供たちが環境問題に興味を持ち、環境に優しい公共交通の利用促進につなが

っていくことを願っています。  

東北運輸局では、これからも子供たちに「交通と環境問題」について考える機会を提供

 

 

───────────────────────────────────────────

（６）平成２７年度近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰に

  ～表彰式に併せて「記念講演会」「受賞者取組事例発表」「パネルディスカッション」を開催～

   （近畿運輸局交通政策部環境・物流課）

───────────────────────────────────────────

近畿運輸局では、ＣＯ２の排出量削減をはじめ、交通に関する環境改善への取り組みの成果が顕著である

と認められた事業者等に対して、交通関係環境保全優良事業者等表彰を行っており、平成２７年度表彰式を

下記のとおり行いますのでお知らせします。

 なお、当日は「記念講演会」「受賞者取組事例発表」及び「パネルディスカッション」を併せて開催いた

しますので、皆様のご参加をお待ちしております。

 

 

日  時：平成２７年８月２７日（木）１３：３０～１６：２０

    場  所：大阪歴史博物館 

    受 賞 者：「近鉄ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社

   記念講演：京都大学大学院 

        「環境・地域づくりとコミュニケーションの可能性」

   パネルディスカッション：コーディネーター

               コメンテーター

                  

 

～アルコールチェック体験・死角体験～        ～車いすでの乗車体験～

小学校の教室で最初に行った「地球温暖化と運輸」の説明は、内容的に少し難しいかと思われましたが、

真剣な眼差しで聴いており、当方からの質問にも元気に答えてくれました。また、営業所の各種体験でも、

バス会社の講師の方の説明を子供たちが興味津々の様子で聴いていたことが、大変印象的でした。

帰りのバス車内では、子供たちからの質問を受けたところ、学校に到着するまで途切れることがなく、時

には答えに窮する場面もありました。  

このような体験を通じて、子供たちが環境問題に興味を持ち、環境に優しい公共交通の利用促進につなが

東北運輸局では、これからも子供たちに「交通と環境問題」について考える機会を提供

───────────────────────────────────────────

（６）平成２７年度近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰について 

～表彰式に併せて「記念講演会」「受賞者取組事例発表」「パネルディスカッション」を開催～

（近畿運輸局交通政策部環境・物流課） 

───────────────────────────────────────────

の排出量削減をはじめ、交通に関する環境改善への取り組みの成果が顕著である

と認められた事業者等に対して、交通関係環境保全優良事業者等表彰を行っており、平成２７年度表彰式を

下記のとおり行いますのでお知らせします。 

なお、当日は「記念講演会」「受賞者取組事例発表」及び「パネルディスカッション」を併せて開催いた

皆様のご参加をお待ちしております。 

記 

時：平成２７年８月２７日（木）１３：３０～１６：２０ 

 ４階講堂（大阪市中央区大手前４－１－３２） 

近鉄ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社」「佐川急便株式会社」「姫路市」

 神田 佑亮 准教授  

「環境・地域づくりとコミュニケーションの可能性」 

パネルディスカッション：コーディネーター 斎藤 峻彦 近畿大学名誉教授

コメンテーター  長坂 悦敬 甲南大学学長  

                  〃     神田 佑亮 京都大学大学院准教授

～車いすでの乗車体験～  

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校の教室で最初に行った「地球温暖化と運輸」の説明は、内容的に少し難しいかと思われましたが、 

真剣な眼差しで聴いており、当方からの質問にも元気に答えてくれました。また、営業所の各種体験でも、 

バス会社の講師の方の説明を子供たちが興味津々の様子で聴いていたことが、大変印象的でした。  

帰りのバス車内では、子供たちからの質問を受けたところ、学校に到着するまで途切れることがなく、時 

このような体験を通じて、子供たちが環境問題に興味を持ち、環境に優しい公共交通の利用促進につなが 

東北運輸局では、これからも子供たちに「交通と環境問題」について考える機会を提供していきます。  

─────────────────────────────────────────── 

～表彰式に併せて「記念講演会」「受賞者取組事例発表」「パネルディスカッション」を開催～ 

─────────────────────────────────────────── 

の排出量削減をはじめ、交通に関する環境改善への取り組みの成果が顕著である 

と認められた事業者等に対して、交通関係環境保全優良事業者等表彰を行っており、平成２７年度表彰式を 

なお、当日は「記念講演会」「受賞者取組事例発表」及び「パネルディスカッション」を併せて開催いた 

 

「佐川急便株式会社」「姫路市」 

近畿大学名誉教授 

  

京都大学大学院准教授 



※参加ご希望の方は、こちらをご参照のうえお

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/press

 

（各受賞者の主な取り組み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

──────────────────────────────

◆編集後記（国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課）

──────────────────────────────

いつもご愛読いただきありがとうございます。国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課の池田で

す。 

私事で恐縮ではございますが８月から他部署に異動することになり

る最後の発行になります。 

振り返ってみると私が担当した１

通政策基本計画の閣議決定、5 月の地域公共交通活性化再生法及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支

援機構法改正法の成立、6月の交通政策白書

と思います。 次は公共交通とは畑の違う

メールマガジンを読みたいと思います。

輸施設整備支援機構法改正法が施行されますので、

っています！笑） 

それでは拙い文章でしたが、１年間ご購読頂

 

 

★全国に共有したい情報等ございましたら、下記問い合わせ先または最寄りの地方運輸局交通政策

画課まで御連絡ください。 

 

 

 

近鉄：「あべのハルカス」、

「大阪阿部野橋駅」を環境

に配慮して整備 

こちらをご参照のうえお申し込み下さい。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/press/files/1438225559.pdf 

─────────────────────────────────────

国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課） 

──────────────────────────────────────

いつもご愛読いただきありがとうございます。国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課の池田で

８月から他部署に異動することになり、今月のメールマガジンが

１年間で、昨年 11 月の地域公共交通活性化再生法の施行

月の地域公共交通活性化再生法及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支

月の交通政策白書の閣議決定などがあり、非常に濃い内容を

公共交通とは畑の違う部署で働くことになるので、来月号からは一読者として公共交通

を読みたいと思います。（8 月に地域公共交通活性化再生法及び独立行政法人鉄道建設・運

改正法が施行されますので、そのニュースが来月号の目玉トピックだと個人的には思

、１年間ご購読頂きありがとうございました！ 

ましたら、下記問い合わせ先または最寄りの地方運輸局交通政策

佐川急便：４，０００両を

超える天然ガストラック

を導入 

姫路市：歩行者や公共交通

を優先とした姫路駅前の

整備 

─────────── 

─────────── 

いつもご愛読いただきありがとうございます。国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課の池田で 

今月のメールマガジンが私の担当す 

地域公共交通活性化再生法の施行、今年 2月の交 

月の地域公共交通活性化再生法及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支 

非常に濃い内容をお届けしてきたなぁ 

部署で働くことになるので、来月号からは一読者として公共交通 

地域公共交通活性化再生法及び独立行政法人鉄道建設・運 

目玉トピックだと個人的には思 

ましたら、下記問い合わせ先または最寄りの地方運輸局交通政策部交通企 

姫路市：歩行者や公共交通

を優先とした姫路駅前の



【問い合わせ先】 

国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課

〒１００-８９１８ 東京都千代田区霞が関２－１－３（中央合同庁舎３号館３階）

ＴＥＬ  ： ０３－５２５３－８２７５

Ｅ-mail ： koutukeikaku_joho@mlit.go.jp

国土交通省ＨＰ（情報発信のページ）

 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000039.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─────────────────────────────

◇お願い（近畿運輸局） 

─────────────────────────────

本メールは、様々な情報等を展開することにより、国土交通省総合政策局の公共交通施策全般について、

皆様に感心を持って頂くことを目的とするものですが、これに加えて地方運輸局独自の情報発信も積極的に

行って参りたいと考えております。

 つきましては、皆様におかれまして、関係者皆様（配信先は以下のとおり。）へお伝えしたい情報等があ

りましたら、本メールを通じてお届けしたいと考えておりますので、下記メールアドレスまでご連絡くださ

るようお願いいたします。 

 

mailto: kkt-kinki-kikakuka@ml.mlit.go.jp

（配信先） 

① 有識者 ② 近畿内府県庁 ③ 近畿内全市町村

⑤ 船舶関係団体 ⑥ 鉄道関係団体

 

□近畿運輸局のプレスリリース、最新情報はこちらをご覧ください。

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/ 

 

□近畿運輸局のホームページ「地域公共交通の確保・維持・改善」につきましては、こちらをご覧くだ

さい。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program/index.htm

 

□平成 25 年度調査事業「近畿運輸局管内における公共交通事業の官民連携のあり方検討に係る基礎調査」

の報告書につきましては、こちらをご覧ください。

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program/kanminrenkei_kisochosa.pdf

 

■国土交通白書（最新は平成 26 年

http://www.mlit.go.jp/statistics/file000004.html

 

■交通政策白書（平成 27 年版）は、こちらをご覧ください。

http://www.mlit.go.jp/statistics/

国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課 

東京都千代田区霞が関２－１－３（中央合同庁舎３号館３階）

０３－５２５３－８２７５（直通）    FAＸ  ： ０３－５２５３－１５１３

koutukeikaku_joho@mlit.go.jp 

国土交通省ＨＰ（情報発信のページ） ： 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000039.html

───────────────────────────── 

────────────────────────── 

本メールは、様々な情報等を展開することにより、国土交通省総合政策局の公共交通施策全般について、

皆様に感心を持って頂くことを目的とするものですが、これに加えて地方運輸局独自の情報発信も積極的に

行って参りたいと考えております。 

つきましては、皆様におかれまして、関係者皆様（配信先は以下のとおり。）へお伝えしたい情報等があ

りましたら、本メールを通じてお届けしたいと考えておりますので、下記メールアドレスまでご連絡くださ

kikakuka@ml.mlit.go.jp 

近畿内全市町村 ④ 近畿内バス関係団体・タクシー関係団体

鉄道関係団体 ⑦ ④～⑥の団体に所属していない交通事業者

□近畿運輸局のプレスリリース、最新情報はこちらをご覧ください。 

 

□近畿運輸局のホームページ「地域公共交通の確保・維持・改善」につきましては、こちらをご覧くだ

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program/index.htm 

年度調査事業「近畿運輸局管内における公共交通事業の官民連携のあり方検討に係る基礎調査」

の報告書につきましては、こちらをご覧ください。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program/kanminrenkei_kisochosa.pdf 

年度版）は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/statistics/file000004.html 

版）は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/statistics/kanbo01_hy_004104.html 

総合政策局公共交通政策部 

公共交通利用促進キャラクター のりたろう

東京都千代田区霞が関２－１－３（中央合同庁舎３号館３階） 

０３－５２５３－１５１３ 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000039.html   

本メールは、様々な情報等を展開することにより、国土交通省総合政策局の公共交通施策全般について、 

皆様に感心を持って頂くことを目的とするものですが、これに加えて地方運輸局独自の情報発信も積極的に 

つきましては、皆様におかれまして、関係者皆様（配信先は以下のとおり。）へお伝えしたい情報等があ 

りましたら、本メールを通じてお届けしたいと考えておりますので、下記メールアドレスまでご連絡くださ 

近畿内バス関係団体・タクシー関係団体 

④～⑥の団体に所属していない交通事業者 

□近畿運輸局のホームページ「地域公共交通の確保・維持・改善」につきましては、こちらをご覧くだ 

年度調査事業「近畿運輸局管内における公共交通事業の官民連携のあり方検討に係る基礎調査」 

のりたろう 



■観光白書（最新は平成 26 年版）は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/statistics/file000008.html 

 

■国土交通省総合政策局ホームページ TOP は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/index.html 

 

■国土交通省鉄道局ホームページ TOP は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/tetudo/index.html 

 

■国土交通省自動車局ホームページ TOP は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/jidosha/index.html 

 

■国土交通省海事局ホームページ TOP は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/maritime/index.html 

 

■国土交通省観光庁ホームページ TOP は、こちらをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/index.html 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

＜ご意見・お問い合わせ窓口＞  

 国土交通省近畿運輸局交通政策部交通企画課 

  〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 

                  大阪合同庁舎第 4号館 12F 

    電 話: 06-6949-6409  Fax: 06-6409-6135 

   Email:kkt-kinki-kikakuka@ml.mlit.go.jp 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 


